
Ⅷ　教官組織



1 専任教官と非常勤講師等の配置状況

（1）配置状況

講座制により定められた定員の枠内において，別表（310ページ）のとおり教官が配置されている 。 

問題点としては，非常勤講師への依存度が高いことがあげられる 。 

（2）教官定員の配置状況と充足率

平成 12年度（5月 1日現在）の医学部（附属施設を含む )・附属病院の教官総定員は，教授 39

人，助教授 41 人，講師 44人，助手 113 人の計 237 人であり，各職種ごとの標準定員配置は次の

とおりである 。 

①　基礎・社会医学系講座　　：教授 15，助教授 14，講師   6，助手 17 の計 52人

②　臨 床 医 学 系 講 座　　：教授 19，助教授 19，助手 39 の計 77人

③　附　　属　　施　　設　　：教授   2，助教授   3，助手   1 の計 6人

④　附　　属　　病　　院　　：教授   3，助教授   5，講師 38，助手 56 の計 102人

充足率については医学部は定員135人に対し現員132人（平成12年5月1日現在）で約98％である 。 

また，附属病院は定員 102人に対し，現員 101人（平成 12年 5月 1日現在）で約 99％である 。 

（3）非常勤講師の配置状況

本学部における総合医学，臨床実習，テュトーリアル教育等に毎年二百数十名の非常勤講師を

配置しており，講座，各コースによっては配置数にばらつきがある。

なお，平成 12年度の総数は，259名 1794時間である。

（4）客員臨床系医学教授等

医療現場で活動されている学外の医師に，豊富な臨床経験をもって臨床系医学講座の教育（学

内での）に協力願うため，平成 8 年度から「客員臨床系医学教授及び客員臨床系医学助教授」 の制

度を設けた 。 

また，平成 10年度から 6年次学生の院外臨床実習を開始したことに伴い，学外実習を対象とす

る客員臨床系医学教授等制度を設けたことにより，選考基準を次のとおり整備した。

岐阜大学医学部客員臨床系医学教授等の称号の付与に関する選考基準

（趣旨）

第 1条 岐阜大学医学部（以下「学部」という。）における臨床教育について，学外の優れた医療

人の協力を得ることにより，臨床教育の指導体制の充実を図るため，その医療人に対する称号

の付与等に関し必要な事項は，この基準の定めるところによる。

（称号の種類）

第 2条 称号の種類は，客員臨床系医学教授，客員臨床系医学助教授及び客員臨床系医学講師（以

下「客員臨床系医学教授等」という。）とする。

　（称号の付与の対象者）

第 3条 称号は，学部規則に定める臨床教育に協力する者であって，学部の非常勤講師及び学外

臨床実習の指導に協力する医療機関（以下「実習病院」という。）に所属する医療人に付与する。

（選考）

第 4条 客員臨床系医学教授等（次項に該当する者を除く。）の選考は，臨床医学系講座の推薦に

基づき，学部長が別に定める委員会で審議し，学部教授会の議を経て行う。
－ 307－



 2　学外臨床実習を対象とする客員臨床系医学教授等の選考にあたっては，学部教務厚生委員会の

推薦に基づき，学部長は，あらかじめ候補者について実習病院と協議し，その承諾を得た上，学

部教授会の議を経るものとする。

（客員臨床系医学教授の資格）

第 5条 客員臨床系医学教授となることのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

一　大学医学部又は医科大学の臨床医学系講座の講師以上の経歴を有し，学生の教育・研究指

導の経験が 10年以上ある勤務医又は開業医

二　学部の非常勤講師として臨床系医学教育の経験を 5 年以上有し，病院の部（医）長として

10年以上の経験がある者

三　学部の非常勤講師として臨床系医学教育の経験を 5年以上有し，開業医として 10年以上の

経験がある者

四　客員臨床系医学助教授として 5年以上の経験がある者

五　その他前各号と同等以上の臨床能力がある者

（客員臨床系医学助教授の資格）

第 6条 客員臨床系医学助教授となることのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

一　大学医学部又は医科大学の臨床医学系講座の講師又は助手の経歴を有し，学生の教育・研

究指導の経験が 5年以上ある勤務医又は開業医

二　学部の非常勤講師として臨床系医学教育の経験を 3 年以上有し，病院の部（医）長として

5年以上の経験がある者

三　学部の非常勤講師として臨床系医学教育の経験を 3 年以上有し，開業医として 5 年以上の

経験がある者

（客員臨床系医学講師の資格）

第 7条 客員臨床系医学講師となることのできる者は，臨床経験を 5 年以上有し，客員臨床系医

学助教授に準ずる臨床能力のある者とする。

（職務）

第 8条 客員臨床系医学教授等（次項に該当するものを除く。）は，臨床医学系講座の教授の下で

臨床教育に対する必要な職務を行うものとする。

 2　学外臨床実習の指導は，学部と実習病院との間で作成された臨床教育カリキュラムに従い行う

ものとする。

（称号を付与する期間）

第 9条 客員臨床系医学教授等の称号を付与する期間は，当該年度内とする。

 2　前項の規定にかかわらず，第 4条第 2項に該当する客員臨床系医学教授等の称号を付与する期

間は，原則として学外臨床実習の間とする。

（通知）

第 10条 客員臨床系医学教授等の称号の付与は，学部長が文書（別紙様式）にその旨を明記して，

本人に通知するものとする。

　（雑則）

第 11条 この基準に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

附　則

この基準は，平成 8年 4月 1日から実施する。　　
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附　則

この基準は，平成 10年 11月 18日から実施する。　

2 教育補助者と研究補助者の配置状況

（1）ティーチング・アシスタントの実施及び活用状況

平成 5 年 3 月開催の研究科委員会にて，博士課程の優秀な学生に対し，教育的配慮の下に教育

補助業務を行わせることについて承認され，実施に移されている 。 

平成 11年度は，15講座 42人が配置されている。 

（2）リサーチ・アシスタントの配置状況

この制度は，国立大学における研究プロジェクト等に優れた大学院学生を研究補助者として参

画させ，研究活動の効果的推進，研究体制の充実及び若手研究者としての研究遂行能力の育成を

図るものとして平成 8 年度から設けられたものであり，平成 11年度は，9講座 10人が配置されて

いる。

3 採用，昇任の手順と基準

（1）採用，昇任の選考基準と選考方法

教官の採用・昇任の基準については，教育公務員特例法の規定に基づき岐阜大学教官選考基準

が定められており，これを受けて，岐阜大学医学部教授選考細則，岐阜大学医学部教授選考細則

に関する申合せ及び岐阜大学教官選考基準取扱等医学部内規等の規程が定められている 。 

教授の採用・昇任については，全国の関係機関に対し公募を行い，岐阜大学医学部教授選考細

則に基づく教授候補者選考委員会で，教授候補者について必要な諸事項を調査し，教授会に報告

することが定められている 。 

教授会は，教授候補者選考委員会の報告を参考として教授候補者を選考する 。 

助教授，講師，助手の採用・昇任については，岐阜大学教官選考基準取扱等医学部内規に基づ

き当該講座の主任教授の推薦した候補者について，履歴事項，業績等を参考とし，教授会で選考

する 。 
－ 309－
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医学部テュトーリアル等のコース別非常勤講師の配置状況

（2）非常勤講師の選考基準と選考方法

非常勤講師の選考基準と選考方法については，岐阜大学教官選考基準取扱等医学部内規を準用

し，教授会で選考する 。 

4 教官の兼業の基準と状況

（1）教官の兼業の基準

職員は，職務に専念する義務があり，本務以外の業務に従事することは禁止されている 。 ただ

し，本務と密接な関係があり，教育・研究に好影響があると認められた場合で，かつ，本務に支

コ　ー　ス　名 平　成　11　年　度 平　成　12　年　度

プレテュトーリアル 6 6

テュトーリアル

人体構造 3 3

代謝・機能 9 9

遺伝・発生 2 2

成長・発達 1 1

病原体・生体防衛 4 4

薬理・中毒 5 5

病因・病態 1 1

神経・精神・行動 3 3

呼吸器・循環 10 10

血液 1 1

消化器 7 7

内分泌代謝・生殖 6 6

腎・尿路 2 2

運動器 10 9

皮膚 2 2

感覚器 2 2

アレルギー・免疫 2 2

周産期・女性生殖器 3 3

救急・蘇生 2 2

放射線腫瘍・画像医学 2 2

地域・産業保健 2 2

臨床実習入門 1 1

合　　　　　計 86 85
－ 311－



障のない範囲内で，勤務時間外に報酬を得て，他の事業の職，又は教官が報酬の有無に関わらず

教育に関する他の職を兼ねるときは，あらかじめ許可又は承認を得て従事することができる 。 

（2）教官の兼業の状況

過去 8年間の兼業の状況は，次表のとおりである 。

5 教官人事についての長期計画

教授の平均年令は 53歳であり若返りがすすんでいる 。 助教授，講師は 40歳台，助手は 30歳台が

中心となっており，全体としては，概ね適当な年齢構成であると思われるが，人事硬直化には十分

配慮することが必要である 。 また，少人数教育の実施にあたっては，現有の教官数での対応には限

界があるため，非常勤講師を含めた，より多くの教官陣容について長期的に策定すべきであると考

えられる 。

6 新設講座・診療科等への対応

「岐阜大学医学部・同附属病院将来計画基本構想」に基づき，講座増設等の概算要求を行っていく

に当たっては，助手定員の振替えによる定員措置が必要となる。

このため，医学部では，平成 8 年度から「医学部長プール定員（助手）の運用について」を制定

し，一部の講座等を除き，助手定員の配分をローテーション方式により実施している。

更に平成 12年度からは，附属病院においても病院長管理の「全診療科によるローテーション方式」

を導入した。

しかし，基礎・社会医学系講座と臨床系医学講座では人事管理等の事情が異なること，同一系講

座であっても研究内容等により候補者の選考が思うように進めないこと，臨床系医学講座と対応診

療科との関係や定員配分期間，定員供出除外規定等運用上の問題も出てきているため，今後は，教

育・研究・診療等を勘案し，より講座等の実情に則したルールに見直すことが必要となる。

年　　　　　　　　度 非常勤講師 非常勤医師 各種審議会委員等 治験関係 合　　　　計

平成 4 年度 124件 232 78 434件

平成 5 年度 157 271 92 520

平成 6 年度 115 289 151 555

平成 7 年度 137 211 208 556

平成 8 年度 172 221 132 525

平成 9 年度 162 265 131 558

平成 10年度 165 313 118 21 617

平成 11年度 165 342 156 15 678
－ 312－


	　教官組織
	1 専任教官と非常勤講師等の配置状況
	（1） 配置状況
	（2） 教官定員の配置状況と充足率
	（3） 非常勤講師の配置状況
	（4） 客員臨床系医学教授等

	2 教育補助者と研究補助者の配置状況
	（1） ティーチング・アシスタントの実施及び活用状況
	（2） リサーチ・アシスタントの配置状況

	3 採用，昇任の手順と基準
	（1） 採用，昇任の選考基準と選考方法
	（2） 非常勤講師の選考基準と選考方法

	4 教官の兼業の基準と状況
	（1） 教官の兼業の基準
	（2） 教官の兼業の状況

	5 教官人事についての長期計画
	6 新設講座・診療科等への対応


